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2020 年 6 月 1 日 

お客様各位 

 
  

 

新型コロナウイルス (COVID-19) 緊急事態宣言解除後の弊社対応について 
 

平素は弊社機器製品をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。 

首記の件、弊社では新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大防止の観点から、機器、及び産業メカトロニクス事業の販売業務に

携わる従業員を中心に、在宅勤務を原則とする勤務形態を実施しておりましたが、政府による全国での緊急事態宣言解除を踏まえ、

段階的ではありますが、通常の事業活動を再開して参ります。 

今後とも、感染防止対策を講じながら、お客様やお取引先様への影響を最小限に抑えるべく取組んで参りますので、何卒ご理解賜り 

ますよう、よろしくお願い申し上げます。             

 

記 

1. 弊社対応について 
(1) 本社・各支社 

      感染防止対策を講じつつ、段階的に従業員の出勤率をあげて、通常の事業活動を再開して参ります。 
      

(2) 関連製作所 

通常の生産活動、及び製品供給を継続いたします。 
 

(3) 三菱電機 FA 機器テクニカルセンター (FATEC) 

       感染防止対策を十分に講じ、6 月 1 日（月）より講座を再開いたします (一部会場、機種を除く ※1) 

              
 ※1 福山会場、及び配制機種関連の講座は当面の間、休止を継続させていただきます。 

       

(4) 東日本 FA ソリューションセンター 

感染防止対策を十分に講じ、6 月 1 日（月）より開館いたします。 
 

   (5) 三菱電機メカトロニクスソリューションセンター (東日本・西日本・FA コミュニケーションセンター) 

感染防止対策を十分に講じ、CNC・放電加工機・レーザ加工機のセミナーについては、6 月実施予定分より再開いたします。 
    

 

2. 今後について 

お客様やお取引先様には、弊社感染拡大防止への取り組みにご理解、ご協力を賜りまして誠にありがとうございます。 

弊社では、今後ウィズコロナ・ポストコロナに対応した様々なご提案を用意して参ります。 

引き続き弊社の取り組みへのご理解と製品のご愛顧を何卒よろしくお願い申し上げます。   

なお今後、政府や各自治体の指示等により、勤務形態を変えざるを得ない場合は都度ご連絡いたします。       以上 

                      

 

三菱電機株式会社 

   機器事業部 

   産業メカトロニクス事業部 


